
江
戸
時
代
の
力
士
は
、
い
ま
の
土
俵
年
齢
か
ら
考
え
ろ
と
あ
き
れ
る

ど
息
が
長
い
の
に
は
お
ど
ろ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
三
十
歳
よ
り
四
十
歳

に
入
っ
て
か
ら
引
退
す
る
力
士
が
多
い
よ
う
で
、
た
と
え
ば
歴
代
横
綱

の
引
退
年
齢
を
あ
げ
ろ
と
、
谷
風
（
四
十
六
）
・
小
野
川
（
四
十
）
・

阿
武
の
松
（
四
十
五
）
・
稲
妻
（
四
十
六
）
・
不
知
火
諾
（
四
十
四
）

秀
の
山
（
四
十
六
）
・
雲
竜
（
四
十
三
）
・
不
知
火
光
（
四
十
六
）
・

陳
幕
（
四
十
一
）
で
横
綱
級
で
こ
の
年
齢
で
引
退
し
て
い
る
の
だ
か
ら

他
の
関
取
は
も
っ
と
長
く
現
役
を
つ
と
め
た
で
あ
ろ
う
。

い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

玉
の
井
親
方
が
い
つ
亡
く
な
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
年
寄

名
簿
か
ら
み
て
、
明
治
十
年
代
に
次
の
玉
の
井
が
年
寄
役
に
で
て
い
る

こ
と
か
ら
、
十
年
代
に
没
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
津
軽
古
今
偉
業

記
で
は
明
治
三
十
四
年
に
玉
の
井
と
懇
話
し
た
と
あ
る
が
実
に
つ
じ
つ

ま
が
合
わ
な
い
。
こ
の
こ
．
と
は
あ
と
で
も
う
一
度
考
え
る
こ
と
に
し
た

い
が
、
玉
の
井
の
年
齢
に
つ
い
て
、
一
人
玉
の
井
だ
け
で
は
な
く
江
戸

時
代
か
ら
明
治
初
年
ま
で
は
戸
籍
簿
が
し
っ
か
り
し
て
な
い
で
す
が
、

六
ツ
ケ
峯
駒
吉
と
い
う
大
男
の
力
士
は
六
十
歳
ま
で
、
三
役
を
五
場
所
、

幕
内
を
十
三
年
間
つ
と
め
た
と
い
う
。
ま
た
数
え
年
六
十
歳
ま
で
土
俵

を
つ
と
め
た
八
十
島
嘉
六
は
彼
の
年
齢
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
。

ほ
か
に
も
老
齢
力
士
は
ま
だ
ま
だ
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
昔
ほ
ど
多
く
な

っ
て
い
る
。

ま
た
偉
業
記
の
書
か
れ
た
年
月
か
ら
推
察
し
て
も
時
間
が
あ
ま
り
に
も

離
れ
て
い
る
。

明
治
三
年
に
玉
の
井
が
引
退
さ
れ
、
木
村
家
の
戸
籍
を
み
れ
ば
木
村

与
市
が
同
三
年
一
月
に
家
督
相
続
を
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
二

年
に
は
父
久
四
郎
が
他
界
し
十
二
歳
で
一
家
の
主
に
な
っ
た
こ
と
は
、

遅
生
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
は
久
四
郎
は
玉
の
井
の
兄

で
く
し
く
も
兄
の
死
ん
だ
年
が
玉
の
井
の
現
役
引
退
と
時
を
同
じ
く
し

の
ら
明
治
五
年
以
降
に
墓
石
を
建
立
し
た
も
の
と
み
ろ
。
兄
の
死
と
祖

先
供
養
の
た
め
、
現
役
を
去
っ
て
も
年
寄
役
と
い
う
職
が
あ
り
資
金
の

予
裕
が
あ
っ
た
時
、
生
れ
故
郷
に
送
金
し
て
墓
石
を
建
て
た
の
で
は
な

い
か
と
推
考
す
る
。
た
だ
始
め
に
建
立
し
た
土
地
が
沖
飯
詰
で
あ
る
か

中
柏
木
で
あ
る
か
は
、
推
察
の
域
を
で
な
い
が
沖
飯
詰
の
生
れ
故
郷
で

あ
る
こ
と
が
順
当
な
気
が
す
る
。

も
し
も
中
柏
木
に
移
住
し
て
か
ら
建
立
し
た
と
す
れ
ば
明
治
二
十
三

年
以
降
に
な
る
が
、
墓
石
に
刻
み
こ
ま
れ
た
年
代
が
も
っ
と
遅
れ
て
現

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
こ
に
は
必
ら
ず
木
村
家
の
紋
章
が

あ
る
は
ず
だ
が
そ
れ
が
見
当
ら
な
い
。
ま
た
部
落
の
年
輩
の
か
た
が
た

に
木
村
家
の
墓
石
建
立
の
由
来
を
尋
ね
て
も
だ
れ
も
い
き
さ
つ
は
聞
い

た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
明
治
二
十
三
年
以
後
と
い
え
ば
部
落
の
戸
数

は
二
十
戸
た
ら
ず
の
成
田
氏
系
は
六
戸
し
か
な
い
。
そ
の
六
戸
の
な
か

に
木
村
家
は
姻
戚
の
関
係
で
含
ま
れ
て
い
る
。

木
村
与
市
氏
が
中
柏
木
に
移
住
し
て
か
ら
萬
十
郎
屋
敷
と
い
わ
れ
る

妻
に
ゆ
か
り
の
あ
る
成
田
氏
系
の
墓
地
に
移
転
し
た
と
し
か
考
れ
ら
れ

な
い
。

昔
ほ
ど
息
が
な
が
い
四
、
五
十
代

こ
れ
が
明
治
時
代
に
な
る
と
、
三
十
代
が
六
人
、
四
十
代
が
四
人
に

な
り
、
大
正
に
下
が
る
と
大
阪
横
綱
の
大
錦
大
五
郎
を
の
ぞ
い
て
は
み

ん
な
三
十
代
で
や
め
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
時
代
が
さ
か
の
ぼ
る
ほ

ど
老
齢
力
士
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
理
由
と
し
て
は
、
当
時
の
相
撲

は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
四
つ
相
撲
で
あ
る
か
ら
、
体
力
と
得
意
技
の
体
型

さ
え
あ
れ
ば
持
久
力
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
い
何
か
が
相
撲
社
会
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

い
ま
ま
で
の
べ
た
よ
う
に
玉
の
井
村
右
衛
門
だ
け
が
相
撲
史
の
な
か

で
突
出
し
た
老
齢
力
士
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
が
、
日
本
の
相
撲
歴
史

に
お
け
る
最
長
の
老
齢
力
士
と
し
て
奮
励
し
た
こ
と
は
、
ね
ば
り
強
い

津
軽
人
の
、
ま
た
風
雪
に
も
ま
れ
た
西
北
地
方
の
出
身
で
な
け
れ
ば
な

し
遂
げ
得
な
い
、
見
本
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
。

そ
こ
で
再
び
木
村
家
の
墓
碑
名
か
ら
玉
の
井
と
の
繋
り
の
結
び
つ
き

を
ひ
も
と
く
と
き
解
明
で
き
な
い
要
素
の
割
合
が
非
常
に
多
い
が
、
順

を
追
っ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
考
え
て
い
き
た
い
。

「
津
軽
古
今
偉
記
」
か
ら
は
明
治
九
年
五
十
九
歳
に
て
年
寄
役
と
な

り
同
三
十
四
年
に
懇
談
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の
時
す
で
に
八
十
四
歳
の

齢
で
あ
り
何
か
釈
然
と
し
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
ま
た
相
撲
の
番
付
か

ら
み
て
の
明
治
三
十
四
年
に
は
九
十
四
歳
に
な
っ
て
い
る
の
で
信
じ
る

ほ
う
が
ち
ょ
っ
と
お
か
し
く
な
る
。

力
士
の
う
ち
で
も
人
並
以
上
に
努
力
し
、
体
力
を
消
費
し
、
精
神
的

に
も
、
肉
体
的
に
も
す
べ
て
を
駆
使
し
て
相
撲
に
生
き
た
玉
の
井
が
、

当
時
の
平
均
寿
命
か
ら
し
て
あ
ま
り
に
も
長
生
き
し
た
こ
と
に
な
る
。

小
さ
な
部
落
で
墓
石
を
建
て
る
と
な
れ
ば
、
当
然
部
落
の
話
題
に
な

る
し
、
語
り
継
が
れ
て
不
思
議
は
な
い
の
に
、
誰
一
人
と
し
て
建
立
の

経
緯
を
聞
き
及
ん
で
い
な
い
こ
と
は
、
移
転
と
い
う
ひ
そ
か
な
行
事
な

る
が
ゆ
え
に
人
々
の
脳
裏
に
気
億
と
し
て
残
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
が
、
墓
石
を
建
て
る
こ
と
は
家
を
建
築
す
る
の
と
同
じ
で
一

世
一
代
の
事
業
で
そ
う
や
す
や
す
と
建
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
。

老
雄
力
士
玉
の
井
村
右
衛
門
は
五
所
川
原
市
沖
飯
詰
出
身
で
、
ゆ
か

り
の
中
柏
木
に
墓
石
を
き
ざ
み
、
そ
の
名
を
後
世
に
残
し
て
い
る
こ
と

は
中
央
の
相
撲
史
家
は
だ
れ
も
知
ら
な
い
。

参
考
資
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金
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史
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五
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川
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史
、
青
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市
史

青
森
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、
新
撰
陸
奥
国
誌
、
土
俵
今
昔

青
森
県
叢
書

御寄穣願います

×
本誌第4集を御愛読載いた方々に御願い

します。私達の住む津軽は、久慈平九郎為

信が東日流を統一した藩政以前の、遠い古

代から中世期にわたって津軽の歴史は、中

央政権から、まつろわぬ夷民として侵略さ

れ続けてきた空白の歴史であったが、古代

から津軽にも氏族の民が生活を営み、そこ

には文化と歴史があったはず。津軽の風習

風俗文化と、その歴史伝承について、あな

たなりの新釈でもって、御寄槁願えれば幸

いです。
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（金木町住宅配綴図より集計）

◎
大
正
六
年
旧
三
月
十
五
日

八
幡
宮
御
神
楽
当
削
諸
払
帳
宿
主
鳴
海
大
五
郎

◎
大
正
六
年
旧
十
月
十
五
日

秋
神
楽
諸
色
記
載
帳
宿
主
鳴
海
大
五
郎

◎
大
正
九
年
旧
三
月
十
五
日

八
幡
宮
御
神
楽
当
前
請
払
帳
宿
主
木
村
粂
五
郎

◎
大
正
九
年
十
月
十
五
日

秋
神
楽
諸
色
記
載
帳
宿
主
木
村
米
太
郎

◎
大
正
十
二
年
旧
三
月
二
十
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
色
品
帳
宿
主
舛
甚
子
之
太
郎

◎
大
正
十
五
年
五
月
五
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
費
払
帳
宿
主
鳴
海
万
次
郎

◎
大
正
十
五
年
旧
十
月
二
十
日

秋
神
楽
諸
色
記
載
帳
宿
主
鳴
海
万
次
郎

◎
昭
和
四
年
五
月
五
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
費
受
払
帳
宿
主
沢
田
勇
之
助

◎
昭
和
七
年
五
月
五
日
（
旧
三
月
三
十
一
日
）

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
費
受
払
帳
宿
主
鳴
海
万
次
郎

◎
明
治
二
十
九
年
旧
九
月
二
十
九
日

秋
神
楽
諸
雑
費
記
載
帳

◎
明
治
三
十
二
年
旧
四
月
三
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
色
品
帳

◎
明
治
三
十
五
年
旧
四
月
三
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
色
品
帳

◎
明
治
三
十
五
年
旧
十
月
二
十
四
日

秋
神
楽
諸
色
記
載
帳

◎
明
治
三
十
八
年
四
月
三
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
色
品
帳

◎
明
治
三
十
八
年
己
十
一
月
八
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
色
品
帳

◎
明
治
四
十
一
年
四
月
三
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
色
品
帳

◎
明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
八
日

秋
神
楽
諸
色
記
載
帳

◎
明
治
四
十
四
年
旧
四
月
六
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
色
品
帳

◎
明
治
四
十
四
年
旧
十
月
七
日

秋
神
楽
諸
色
記
載
帳

◎
大
正
三
年
五
月
七
日
（
旧
四
月
十
三
日
）

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
当
前
帳

◎
大
正
三
年
旧
八
月
一
日

鎮
守
八
幡
宮
御
神
楽
諸
色
帳

嘉
瀬
部
内
の
小
栗
崎
に
は
稲
荷
神
社
、
中
柏
木
に
は
磯
崎
宮
、
嘉
瀬
に
は
八
幡
宮

と
そ
れ
ぞ
れ
氏
神
が
奉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
藩
政
時
代
か
ら
一
つ
の

八
幡
宮
御
神
楽
例
祭
宿
主
奉
加
帳
よ
り
推
移
す
る

嘉
瀬
氏
姓
の
変
せ
ん

宿
主
中
村
斧
太
郎

宿
主
鳴
海
万
次
郎

宿
主
沢
田
才
助

宿
主
鳴
海
繁
太
郎

宿
主
沢
田
才
助

宿
主
中
村
斧
太
郎

宿
主
中
村
斧
太
郎

宿
主
土
岐
丑
太
郎

宿
主
鳴
海
繁
太
郎

宿
主
土
岐
丑
太
郎

宿
主
鳴
海
丑
之
亟

宿
主
鳴
海
丑
之
亟
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